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○釧路市地区会館条例施行規則  

平成１７年１０月１１日  

釧路市規則第４２号  

改正  平成１７年１２月２６日規則第２８７号  

平成１９年３月３０日規則第４７号  

平成２９年６月２３日規則第１９号  

平成２９年１２月２０日規則第３０号  

平成３０年３月３０日規則第１２号  

令和元年１２月２３日規則第１２号  

（趣旨）  

第１条 この規則は、釧路市地区会館条例（平成１７年釧路市条例第３２号。

以下「条例」という。）の施行について、必要な事項を定めるものとする。  

（開館時間等）  

第２条 条例第１条に規定する会館（同条に規定する会館機能施設を含む。

以下「会館」という。）の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。た

だし、指定管理者は、特に必要があると認めたときは、これらを変更する

ことができる。  

（１） 開館時間  次のアからウまでに掲げる区分に応じ、当該アからウ

までに定める時間  

ア  会館のうちイ及びウに掲げるもの以外のもの  午前９時から午後９

時まで  

イ  釧路市緑ケ岡・貝塚ふれあいセンター条例（平成２９年釧路市条例

第３８号）第３条第１号に規定する会館機能施設等（以下「緑ケ岡・

貝塚センターの会館機能施設等」という。）のうちの遊戯室  釧路市

緑ケ岡・貝塚ふれあいセンター条例施行規則（平成２９年釧路市規則

第２９号。以下「緑ケ岡・貝塚センター規則」という。）第２条に規

定する時間  

ウ  釧路市共栄ふれあいセンター条例（令和元年釧路市条例第２９号）
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第３条第１号に規定する会館機能施設等（以下「共栄センターの会館

機能施設等」という。）のうちの遊戯室  釧路市共栄ふれあいセンタ

ー条例施行規則（令和元年釧路市規則第１２号。以下「共栄センター

規則」という。）第２条に規定する時間  

（２） 休館日  

ア  毎月の第１月曜日及び第３月曜日  

イ  １月１日から１月３日までの日及び１２月２９日から１２月３１日

までの日  

２  指定管理者は、前項ただし書の規定により開館時間又は休館日を変更し

たときは、市長に報告しなければならない。  

（利用の承認）  

第３条 条例第５条第１項の規定により、会館の利用の承認を受けようとす

る者は、会館利用申込書を指定管理者に提出しなければならない。  

２  指定管理者は、会館の利用を承認したときは、利用承認書を交付するも

のとする。  

（利用承認単位）  

第４条 会館の利用の承認は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める時

間又は日の単位の範囲内（緑ケ岡・貝塚センターの会館機能施設等のうち

の遊戯室の利用の承認にあっては緑ケ岡・貝塚センター規則第３条に、共

栄センターの会館機能施設等のうちの遊戯室の利用の承認にあっては共栄

センター規則第３条に規定する時間又は日の単位の範囲内）で行うものと

する。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めた場合は、これらを

超えて利用の承認をすることができる。  

（１） 集会、会議等で広間又は会議室（緑ケ岡・貝塚センターの会館機

能施設等にあっては会議室又は集会室、共栄センターの会館機能施設等

にあっては会議室）を利用する場合  ４時間  

（２） 催物、大会、葬儀等で全館（緑ケ岡・貝塚センターの会館機能施

設等及び共栄センターの会館機能施設等にあっては、これらのうちの遊
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戯室を除く。）を利用する場合  ２日  

（利用料金設定における会館の適用区分等）  

第５条 条例別表第３第１項の表備考第１項に規定する利用料金設定におけ

る会館の適用の区分は、別表のとおりとする。  

（利用料金の設定等の申請）  

第６条 指定管理者は、条例第８条の規定により利用料金又はその額の変更

について承認を受けようとするときは、利用料金設定（変更）申請書に次

に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。  

（１） 利用料金に関する規程  

（２） 利用料金の収入に関する書類  

（３） 会館の管理費用に関する書類  

（４） その他市長が必要と認める書類  

（利用料金の減免）  

第７条 条例第９条の規定により指定管理者が利用料金を減額し、又は免除

する場合は、次のとおりとする。  

（１） 指定管理者が主催する各種事業に利用する場合  

（２） その他指定管理者が特に必要と認めた場合  

２  利用料金の減額又は免除を受けようとする者（指定管理者を除く。）は、

利用の申請の際に減免申請書を指定管理者に提出し、承認を受けなければ

ならない。  

（利用料金の還付）  

第８条 条例第１０条ただし書の規定により指定管理者が利用料金の全部又

は一部を還付する場合は、次のとおりとする。  

（１） 天災その他利用者の責めに帰さない理由により、施設の利用がで

きなくなった場合  

（２） その他指定管理者が特に必要と認めた場合  

２  利用料金の還付を受けようとする者は、還付申請書を指定管理者に提出

しなければならない。  
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（特別の設備等の承認）  

第９条 条例第１２条の規定により特別の設備等の承認を受けようとする者

は、利用の申請の際に特別設備等申請書を指定管理者に提出し、承認を受

けなければならない。  

（市による管理）  

第１０条  第２条（第２項を除く。）から第４条まで及び第７条から前条ま

での規定は、指定管理者に代わって、市が会館の管理を行う場合について

準用する。この場合において、これらの規定中「利用料金」とあるのは「使

用料」と、第２条第１項ただし書、第３条及び第４条ただし書中「指定管

理者」とあるのは「市長」と、第７条第１項各号列記以外の部分中「指定

管理者」とあるのは「市長」と、同項第１号中「指定管理者」とあるのは

「市又は教育委員会」と、同項第２号中「指定管理者」とあるのは「市長」

と、同条第２項中「受けようとする者（指定管理者を除く。）」とあるの

は「受けようとする者」と、「指定管理者に」とあるのは「市長に」と、

第８条及び第９条中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるもの

とする。  

附  則  

（施行期日）  

１  この規則は、平成１７年１０月１１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市地区会館条例施行規

則（平成４年釧路市規則第２７号）の規定によりなされた処分、手続その

他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。  

附  則（平成１７年１２月２６日規則第２８７号）  

この規則は、平成１８年４月１日から施行する。  

附  則（平成１９年３月３０日規則第４７号）  

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。  

附  則（平成２９年６月２３日規則第１９号）  
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この規則は、公布の日から施行する。  

附  則（平成２９年１２月２０日規則第３０号）抄  

（施行期日）  

１  この規則は、条例の施行の日から施行する。  

附  則（平成３０年３月３０日規則第１２号）  

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。  

附  則（令和元年１２月２３日規則第１２号）抄  

（施行期日）  

１  この規則は、条例の施行の日から施行する。  

別表（第５条関係）  

適用区分  会館名  

大規模会館  釧路市美原会館  釧路市橋南西会館  釧路市鉄北中央会館  

緑ケ岡・貝塚センターの会館機能施設等  共栄センターの会

館機能施設等  

標準会館  釧路市駒場会館  釧路市千歳会館  釧路市愛国会館  釧路市

若草会館  釧路市旭会館 釧路市豊川会館 釧路市春採下町

会館  釧路市桜ケ岡中央会館  釧路市星が浦会館  釧路市鳥

取北会館  釧路市新橋会館  釧路市城山会館  釧路市桜ケ岡

共和会館  釧路市宮本会館  釧路市昭和会館  釧路市愛国東

会館  釧路市緑ケ岡南会館  釧路市武佐会館  釧路市宝浜会

館  釧路市大星会館  釧路市芦野会館  釧路市鳥取南会館  

釧路市富士見会館  釧路市はまなす会館  釧路市白樺ふれあ

い交流センターの会館機能施設  釧路市文苑会館  

小規模会館  釧路市中鶴野会館  釧路市昭園会館  釧路市沼尻会館  釧路

市大楽毛西会館  釧路市昭和北会館  釧路市鳥取東会館  

 


